
                                                                           

２．法人経営理念

３．利用施設　

４．関連する事業

５．事業の目的と経営方針
　（1）事業の目的

　（2）施設経営方針
　　　①利用者処遇

　　　②社会資源の活用

　　　③施設の社会化

　　　④契約時の説明等

　利用者またはその家族から相談があった場合には、利用者自身の立場に立ち、その居宅におい
てその者の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援します。また、利用
者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った、利用者自身によるサービスの選択、保
健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な提供がなされるように支援します。

　利用申込者に対して自ら適切なサービスを提供することが困難である場合には、他の事業者を紹
介する等必要な措置を講じ、便宜を図ります。

　地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との
密接な連携に努めます。

　利用者やその家族の意思に基づいて複数の事業所の紹介やサービスの提供を位置付けたケア
プランの作成及び説明をいたします。

法人所在地

０２５０－４７－７３００

　別紙法人事業内訳のとおり

施設の名称 居宅介護支援センターはぐろの里

ファックス番号

　要介護者に対して、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

事業者の名称

０２５０－６２－９８９８

理事長　　

通常の事業の実施地域 阿賀野市

施設の所在地 新潟県阿賀野市畑江３３３

管理者職氏名

０２５０－６３－９８７３

居宅介護支援センターはぐろの里
社会福祉法人阿賀北総合福祉協会

社会福祉法人阿賀北総合福祉協会

電話番号

代表者職氏名

法人種類

居宅介護支援事業重要事項説明書
（ 令和８年３月１３日現在 ）

社会福祉法人

新潟県阿賀野市百津８８番地

電話番号

一、しあわせと進歩

一、謙虚と初心

一、笑顔とやさしさ

所　　長　　　浅　間　　　信
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６．施設の概要

　（1）主な設備　　　　　　

室　数

1

７．職員体制

員 数 区 分

1 人 常 勤

1人以上 常 勤

1人以上 常 勤

８．職員の勤務体制　　　　

９．施設サービスの概要

１０．利用料金　　※全額保険給付となりますので、利用者負担額はありません

　　　　　※要件により下記の加算が算定される場合があります。

　ただし、以下のような居宅介護支援が行われていない場合は、所定単位数の１００分の７０に相当
する単位数を算定します。
　①居宅サービス計画（ケアプラン）を利用者に交付すること。

6,000円

　　　通院時情報連携加算 500円

　　　退院・退所加算(II)イ

　　　退院・退所加算(III)
　　　緊急時居宅カンファレンス加算（１月に２回を限度）

要介護１・２

6,000円

　　　入院時情報連携加算Ⅰ

要介護３・４・５
10,860円

2,000円　　　入院時情報連携加算Ⅱ
　　　退院・退所加算(I)イ

9,000円
　　　　　　　　　　2000円/１回

　　　退院・退所加算(II)ロ

4,500円

7,500円

　　　退院・退所加算(I)ロ

種 類

相 談 ・ 援 助

（3）２４時間連絡体制
　併設の特別養護老人ホームが対応し、担当等の居宅介護支援専門員へ連絡します。その後、担
当等の介護支援専門員が連絡をとり、相談に応じます。

2,500円

・居宅サービス計画費

　　　処遇改善加算　※令和８年６月１日から算定開始
（基本単位数＋各加算単位数）

×2.1％×単位数単価

14,110円

3,000円　　　初回加算

常勤換算後の人数

社会福祉主事・介護支援専門員・主任介護支援専門員

内 容

・利用者及びその家族からの相談について、誠意をもって応じ、可能な限り
　必要な援助を行うよう努めます。

内 容

休 暇 等

８：１５～１７：１５

種 類

・可能な限り、利用者及びその家族からの要望に沿った居宅介護サービス
　計画書を作成します。

施 設 長

８：１５～１７：１５

勤 務 体 制

普 通 勤 務

社会福祉主事

1.0 人 以 上

1.0 人 以 上

施 設 長

備 考

介 護 支 援 専 門 員

２０．２１㎡

1.0 人 以 上

面 積設 備 の 種 類

相 談 室

社会福祉主事・介護支援専門員・主任介護支援専門員

保有資格等

１６,５６６．８㎡

建　　物
構 造

延 べ 床 面 積 ６９．４３㎡

鉄筋コンクリート造平家建

敷 地 備 考

従 業 者 の 職 種

主 任 介 護 支 援 専 門 員

従 業 者 の 職 種

介 護 支 援 専 門 員

土・日・祭日

普 通 勤 務
日曜・祭日

（土曜は交替で取得）

（2）介護保険対象外サービス　　

（1）介護保険対象サービス

居宅介護サービス計画作成

　　　ターミナルケアマネジメント加算 4,000円
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　②特段の事情がない限り、少なくとも月１回、利用者の居宅を訪問し、かつ、少なくとも１月に１回、
　　居宅サービス計画の実施状況の把握の結果を記録すること。要介護認定や要介護認定の更新
　　があった場合等において、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サ
　　ービスの内容について、担当者から意見を求めること。
※　利用者が月を通じて認知症対応型共同生活介護、または特定施設入所者生活介護を受けて
　いる場合は、該当月については居宅介護支援は算定しない。
※　上記の利用料金は、国の定めた額を基準としていますので、今後変更することがあります。

相当額をいただきます。

１２．介護サービス情報の公表

　　　概ね半年ごと）に別紙「説明書」によって説明を行い、ご利用者様の同意を得るものとします。

　　訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与のそれぞれの事業について、
　　　①前６ヵ月間に作成した居宅サービス計画の総数のうち、各事業ごとの居宅サービス計画の数が占める
　　　　割合

苦情処理委員

所　 　　  長　　 　           浅　間　　　信

電 話 番 号　　　　          ０２５０－４７－７３００

１１．相談・苦情等の連絡先　　　

 (2) 複写物の請求に関する取り扱い

管　 理　 者　                大江　美佐子

・サービス提供の記録及び事業運営の記録に関する複写物（コピー）を請求する場合は、実費

施設長、生活相談員

住　　所

阿部　公栄　   　〃　　  　０２５０－６７－４１０９

　　　　指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を
　　　行うとともに、必要な措置を講じます。

電話番号 自宅／　　　　　　　　　　　　　携帯／　　　　　　　　　　　　　　勤務先／

１３．緊急連絡先

続　　柄

自宅／　　　　　　　　　　　　　携帯／　　　　　　　　　　　　　　勤務先／

　　　（緊急連絡先　１）

　　　　※連絡先に変更があった場合は、速やかにご連絡ください。

氏　　名

続　　柄

14．事故発生時の対応

15．公正中立なケアマネジメントの為の取組み
　　　　公正中立なケアマネジメントを行う為の取組みの一環として、以下の事柄につきまして定期的（年２回

電話番号

住　　所

氏　　名

窓口担当者

小林　壽英 　 　 〃    　  ０２５０－６２－５７２５

　　　（緊急連絡先　２）

新保　浩松　　電話番号　０２５０－６７－３５０５

　「介護サービス情報」制度の通知により、当施設では第三者による調査を実施しています。これらの情報
は、新潟県社会福祉協議会のホームページでご覧いただくことができます。

新潟県国民健康保険団体連合会 介護サービス相談室　電話番号　０２５－２８5－３０2２

阿賀野市民生部高齢福祉課　電話番号　０２５０－６２－２５１０

加藤　伸二　   　〃　　  　０２５０－６２－３３２６

新潟県社会福祉協議会福祉適正化委員会　電話番号　０２５－２８１－５５８４
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　　　②前６ヵ月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた各事業ごとの回数のうち、同一事業者によ
　　　　って提供されたものの割合（各事業の上位３位まで）

　　　　　※なお、上記の割合の判定期間につきましては、前期は３月１日から８月３１日、後期は９月１日から
　　　　　　２月末日といたします。

　

　

　

　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　印

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　（身元引受人） 　住　　所

　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　印

　私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援事業サービスについての重要事項の
説明を受け、同意しました。

　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　説明者

　　　　　　　　　　　      （後見人） 　住　　所

令和　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　署名代理人　　住　　所

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　理 事 長　　

　　　　　　　　　　　　　　　利用者　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　代表者名　　社会福祉法人阿賀北総合福祉協会

　居宅介護支援事業サービス開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事
項を説明いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　事業者　　住　　所　　新潟県阿賀野市百津８８
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